








 

２０２６年６月３０日 

公益財団法人日本生産性本部 

 

公益充実資金に係る公表事項 

 

 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 23 条第 1項第 2号に基づき、当財団の公益

充実資金に関する公表事項を掲載しています。 

以下の資料は、行政庁へ提出した公益充実資金に関する書類の内容を掲載したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 


